　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（農地法３条関係）
同      意      願
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和    年    月    日
農会長・水利代表者　様
　　　　　　〔願出人〕・譲受人（借人）住　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　・譲渡人（貸人）住　所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印
　下記の農地を農地法第３条第１項の規定（耕作目的）により許可申請するにつき、農地法第３条第２項第６号に規定されている農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地及び採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がない（農業経営基盤強化促進法第19 条第１項の規定により定められた農業経営基盤の強化の促進に関する計画（地域計画）の達成に支障が生ずるおそれがあると認められない等）申請であることに同意願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
・　願出土地の表示　
・　 eq \o\ad(権利の種類,　　　　　　　)　
　                      ○                      ○
　　　　　　　　上記願出については、異議なく同意致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　農　　会　　長　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　水利関係代表者　　　　　　　　　　　　　印
「周辺の地域における農地及び採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合」の例
① 農業経営基盤強化促進法（昭和55 年法律第65 号）第19 条第１項の規定により定められた農業経営基盤の強化の促進に関する計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合

② 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積等の農地の権利取得によって、その利用を分断するような場合

③ 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得

④ 有機農業無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、化学的に合成された肥料及び農薬の使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた有機農業無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得

⑤ 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得

⑥ 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのある権利取得

